
令和５年度 

      警報発令時における園児の登園について 

 

 

１．午前７時現在、 

「伊丹市」に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」 

のいずれかが発令されている場合、園児は登園せずに、自宅で待機してください。 

 

① 午前９時までに警報が解除されていない場合は、臨時休園です。 

② 午前９時までに警報が解除された場合は、登園します。 

 

２．「伊丹市」にいずれかの「特別警報」が発令されている場合 

 午前７時現在、発令されている場合は臨時休園です。 

 午前９時までに特別警報が解除されても臨時休園です。 

 

３．「伊丹市」に震度５弱以上の地震が発生した場合は、臨時休園です。 

 ＊震度５以下であっても、状況を見て、安全第一で登園してください。 

 

４．「兵庫県」に Jアラートが発信された場合 

   登園前に「ミサイル発射情報・避難の呼びかけ」または「直ちに避難すること 

   の呼びかけ」が発信された場合は、自宅待機してください。 

上記の後、「ミサイル通過情報」または「日本の領海外の海域に落下」が発信 

された場合は、安全に留意して、登園させてください。 

「避難のよびかけ」の後、正午までに安全が確保できない場合 

「ミサイル通過情報」または「日本の領域外の海域に落下」が発信されていない

時は、休園となります。 

＜登園後に警報・Jアラートが発令された場合＞ 

園内で避難行動をとり、幼稚園での待機となります。 

降園する時は、一斉メール配信をし、個人お迎えをお願いします。 

 

 


